
Design	Color	
Yellow	
R	249	G	190	B	0	

Orange	
R	236	G	108	B	0	

Pink	
R	230	G	49	B	120	

Lavender	
R	200	G	78	B	150	

Violet	
R	145	G	72	B	151	

Purple	
R	105	G	48	B	141	

Sky	Blue	
R	0	G	184	B	238	

Blue	
R	0	G	77	B	160	

Yellow	Green	
R	126	G	191	B	65	

Green	
R	0	G	157	B	98	

Turquoise	
R	0	G	176	B	168	

Dull	Tone	
Yellow	
R	186	G	142	B	0	

Orange	
R	177	G	79	B	0	

Pink	
R	174	G	31	B	91	

Lavender	
R	151	G	55	B	115	

Violet	
R	110	G	50	B	116	

Purple	
R	79	G	29	B	109	

Sky	Blue	
R	0	G	140	B	180	

Blue	
R	0	G	56	B	125	

Yellow	Green	
R	93	G	145	B	46	

Green	
R	0	G	121	B	74	

Turquoise	
R	0	G	134	B	128	

Brand	Color	
Ryukoku	Red	
R245	G0	B0	

Ryukoku	Gray	
R176　G191　B200	

Sub	Color	
Gray	
R113　G113　B113	

Blue	Gray	1	
R98　G122　B134	

Blue	Gray	2	
R150	G169	B179	

Blue	Gray	3	
R203	G213	B220	

Blue	Gray	4	
R229	G235	B238	

監視カメラの設置は、盗難犯罪には少し効果がある
が、暴力犯罪には効果がない。監視カメラは、駐車
場での犯罪防止には有効である。 

防犯ツールとしての監視カメラ 

このレビューは何についてのものか？ 
公共の場において、監視カメラの設置は増えつつあ
る。監視カメラの使用についての一般的な理由は、
潜在的な犯罪者を抑止して犯罪を予防することであ
る。監視カメラの設置は、警察や保安要員に警報を
出すのが早いので、より迅速に対処できる。監視カ
メラの設置は、市民が、より安全で、より安心、と
いうことを感じさせるのに役立っていると思われる。 
 
しかし、閉回路テレビCCTVは高価である。イギリ
スでは、1992年から2002年の間に、公費の2億5千
万ポンド以上が、CCTVに使われた。監視というこ
の方法は、国の刑事司法制度以外で、最も多く出資
された犯罪防止の方法である。 
 
本レビューは、公共の場での犯罪に対する監視カメ
ラの有効性についての根拠を概観する。本レビュー
では、どのような設置場所や設置条件が最も有効で
あるのか、監視カメラの設置が結局、犯罪抑止に役
立っているのか、あるいは犯罪の発生場所に変化を
もたらすのかについて検討している。 
 
どのような研究が含まれているのか？ 
系統的レビューには、盗難や暴力犯罪に対する監視
カメラの有効性について検討した研究が含まれる。
監視カメラ以外の防犯対策に関する研究については、
監視カメラが主要な対策である場合に限り対象とし
た。全ての研究は、監視カメラ設置前後での犯罪発
生件数の変化と、防犯対策が講じられた実験区と講
じられていないコントロール区との比較を行ってい
る。 
 
レビューでは44の研究を概観している。評価の多く
は、４つの主要な設置箇所である、市街中心地、公
共の交通機関、公営住宅、駐車場で行われた。加え
て、２つの研究は住宅地で、１つの研究は病院で行
われた。研究の多くはイギリス（36）で行われ、そ
の他の研究は、アメリカ（5）、カナダ（1）、ノル
ウェー（1）、スウェーデン（1）で行われた。 
 
 

監視による犯罪予防は、駐車場で
の効果が高いが、市街の中心部、
公営住宅や公共の交通機関での効
果は薄い。 

このレビューのねらいは何か？ 
このキャンベル系統的レビューは、盗難や
暴力犯罪に対する監視カメラの有効性につ
いて、検討している。本レビューは、監視
カメラの設置が防犯に役立つかについて検
討し、監視カメラの使用が防犯効果の拡大
につながるかについての評価も行っている。
著者は、44ケースの評価を入手した。これ
らは、イギリス、アメリカ、カナダ、ノル
ウェー、スウェーデンの研究であり、イギ
リスの研究（44）が最も多い。 
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犯罪予防に、監視カメラはどのような効果があるの
か? 
監視カメラが犯罪を抑止する効果はそれほど大きく
ない。監視カメラの有効性は、設置場所によって異
なる。監視は駐車場での防犯には有効であるが、市
街中心部、公営住宅や公共の交通機関においては効
果が小さい。監視カメラの設置は、駐車場での車上
荒らしや車の盗難といった車両犯罪を予防するのに
最も有効である。監視カメラの有効性は、カメラが
映す範囲が広いほど、高まる。 
 
監視カメラは、暴力犯罪のレベルには影響を及ぼさ
ない。 
 
監視カメラが設置された駐車場についての6つの研
究では、明るくしたり柵を設けたりといった付加的
な防犯対策のように、監視カメラの設置は、様々な
防犯対策の１つであるとしている。こうした様々な
防犯対策それぞれの有効性を個々に評価することは
できない。 
 
監視カメラの設置が、犯罪の発生をなくすのか、あ
るいは防犯効果が他の地域まで広がるかについて、
結論を導くことのできる証拠はない。 
 
 
このレビューの研究上及び政策上の示唆は何か？ 
政策者、政策決定者への示唆 
監視カメラの設置は、駐車場での車上盗難、車両盗
難を減らす有効な対策といえる。しかし、監視カメ
ラの設置は、駐車場以外の場所では防犯対策として
はそれほど効果がみられない。そのため、監視カメ
ラは、より照準をあわせて、特定の状況にあわせて
活用することが必要であると思われる。 
 
監視カメラの設置は、暴力犯罪の防止については、
有効な対策とはいえない。 
 
研究上の示唆 
今後の研究では、さらに次の研究が必要である。 
（1）監視カメラの設置が、特定の地域では有効で
あっても、他の地域では有効でないのは何故なのか、
（2）監視カメラの設置が、犯罪を防止し、あるい
は犯罪が別の場所で発生するようになるのは何故な
のか、（3）防犯効果は時間が経過しても持続する
のか、についての長期間にわたる研究。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
このレビューはどのようにして更新される
のか？ 
当該調査は2007年4月に終了した。本キャ
ンベル系統的レビューは、2008年12月に
公開されている。 
 
キャンベル共同計画とは何か？ 
キャンベル共同計画は、系統的レビューを
公表する、国際的、任意の研究ネットワー
クである。我々は、社会科学および行動科
学の研究で得られた知見を概観し、その質
を評価する。我々の目標は、人々がより良
い選択とより良い政策決定ができるよう、
援助することである。 
 
この要約について 
この要約は、Simon Goudie（Campbell 
Collaboration）によって執筆されたものであ
り、Campbell Systematic Review 
2008:17‘Effects of Closed Circuit 
Television Surveillance on Crime に基づいて
いる。系統的レビューは、Brandon Welsh 
and David Farrington. (DOI:10.4073/csr.
2008.17)によるものである。要約の原案は、
Anne Mellbye (RBUP,Norway)、要約の校正、
作成は、Tanya Kristiansen (Campbell 
Collaboration)が行った。 
 


